
 

 

 

平成２５年１１月２９日（金） 

四街道市報道発表資料 

 

 

 職員による金銭の横領について  

 

 

 市長お詫びコメント 

今後、このような事態を二度と引き起こさないよう、特に金銭の管理につき

ましては管理体制の強化を進めるとともに、職員の公務員倫理、モラルの向上

を図り、市民の皆様の信頼回復に向け、全庁を挙げて全力で取り組んで参りま

す。 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

四街道市福祉サービス部障害者支援課 

☎ ０４３－４２１－６１２２ 

 

 

障害者就労支援センターの利用者が積み立てている親睦旅行や慶弔費の預金

通帳及び同センター職員の親睦会費として保管していた現金から、総額９８万

８千８３０円を同施設の職員が私的に流用したもので、平成２５年１１月２２

日（金）に同僚職員が通帳を記帳したことで判明したものです。事件発覚日の

夜、当事者より事情聴取し事実を確認しましたが、２６日（火）に改めて聞き

取りを行い詳細の把握に至ったところです。 

なお、２８日（木）に、当事者は全額を返済し、利用者に謝罪をしておりま

す。 

また、本案件につきましては、懲戒処分の対象となりますことから懲戒審査

委員会の審査を経て厳正な処分を行います。 


